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医師法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について（通知） 

 

日ごろより免許事務について御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

標記について、令和４年８月２日付け医政発 0802第 13号及び薬生発 0802第２号に

より、厚生労働省医政局長及び医薬・生活衛生局長から通知がありましたので、別添

のとおり写しを送付します。 
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厚生労働省医薬・生活衛生局長                          

（ 公 印 省 略 ）  

  

医師法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について（通知） 

 

医師法施行規則等の一部を改正する省令（令和４年厚生労働省令第 107 号）

については、別添のとおり公布され、令和４年７月 28日から施行されることと

なりました。 

今回の改正の趣旨、概要等は下記のとおりですので、貴職におかれては、こ

れを御了知いただくとともに、貴管内の市町村（特別区を含む。）、保健所、関

係団体等に対し、周知をお願いいたします。 

 

記 

 

１．改正の趣旨  

 

（1）医師法施行規則等について 

○ 医師法（昭和 23年法律第 201号）等の医療関係職種の資格法においては、

相対的欠格事由として 

・ 心身の障害によりその業務を適正に行うことができない者として厚生  

労働省令で定めるもの 

・ 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 

・ 罰金以上の刑に処せられた者 

・ 上記に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた

者 

等があげられており、これらのいずれかに該当した場合には免許を与えない

ことがあるとされている。加えて、厚生労働大臣は、これらの事由に該当

した場合には、「免許の取消し」を行うことができることが規定されており、

免許を取り消された者が再度免許を付与されるのは 



 

・ その者がその取消しの理由となった事項に該当しなくなったとき 

・ その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至

ったとき 

に限られている。 

○ この点、医師法施行規則（昭和 23年厚生省令第 47号）第１号書式等に定

める免許の申請書においては、 

・ 罰金以上の刑に処せられたことの有無（有の場合、その罪、刑及び刑の

確定年月日） 

・ 医事に関し犯罪又は不正の行為を行ったことの有無(有の場合、違反の

事実及び年月日）  

への回答を要することとしている。 

○ 一方で、相対的欠格事由に該当することを理由に免許を取り消された者が、

当該相対的欠格事由に該当しなくなった後に申請書を提出した場合、現状、

当該者が再免許付与の手続を要する者であることを申請書から判断するの

は困難であるため、所要の改正を行った。 

※ 刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 34 条の２第１項により、禁錮以上の刑

の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられ

ないで 10 年を経過したとき等には、刑の言渡し等は効力を失うこととな

る。このため、罰金以上の刑に処せられたことにより免許を取り消された

者であっても、同項に規定する要件に該当する場合は、上記様式における

「罰金以上の刑に処せられたことの有無」には「無」と回答することとな

る。 

 

（2） 臨床検査技師等に関する法律施行規則について 

○ 臨床検査技師等に関する法律施行令（昭和 33年政令第 226 号。以下「令」

という。）第 18 条において、臨床検査技師国家試験の受験資格の対象とな

る者を規定している。 

○ 今般、医療の高度化・専門化、医療ニーズの増大化と多様化、チーム医

療の推進により、臨床検査技師として求められる知識や技術が従前より増

加していることに伴い、臨床検査技師の養成ルートにおいて、修得する知

識や技術の水準の統一を図るために、臨床検査技師等に関する法律施行令

の一部を改正する政令（令和２年政令第 366号）により令第 18条を改正し

受験資格の見直しを行ったところ。 

○ 臨床検査技師等に関する法律施行規則（昭和 33 年厚生省令第 24 号）第

６条において、臨床検査技師国家試験の受験手続を具体的に規定している

ところ、令 18 条の受験資格の改正に併せて、当該受験手続についても所要



 

の改正を行う。 

 

（3） 歯科医師法施行規則について 

○ 「規制改革実施計画」（令和３年６月 18 日閣議決定）において、各種申

請等で提出写真について、原則として、サイズ・撮影時期を統合すること

とされていることを踏まえ、歯科医師法施行規則（昭和 23 年厚生省令 48

号）に規定する歯科医師国家試験の受験願書に添付する写真のサイズを改

正する。 

※ 本省令改正については、医師等の医療関係職種の免許申請様式を改正す

る予定の医師法施行規則等の一部を改正する省令において、臨床検査技師

等に関する法律施行規則及び歯科医師法施行規則の一部を改正する予定で

あるため、同改正省令の改正事項として行う。 

○ 以上のことや、医師等の免許取消処分を受けた者が再度免許を受けよう

とするときは、医師法第７条第２項等に基づいて再免許手続きを行うもの

であることを明確化する必要があることを踏まえ、医師法施行規則等を改

正することとした。 

 

２．改正の概要 

○ 医師、歯科医師、診療放射線技師、保健師、助産師、看護師及び准看護師、

歯科技工士、臨床検査技師、薬剤師、理学療法士及び作業療法士、視能訓練

士、臨床工学技士、義肢装具士、歯科衛生士、あん摩マッサージ指圧師、は

り師及びきゅう師、柔道整復師、救急救命士並びに言語聴覚士の免許申請様

式の質問項目に「過去に免許を保有していたことの有無」を加える。 

○ 臨床検査技師等に関する法律施行規則第６条第４号ハを削除し、第５号に

「令第 18条第４号に該当する者であるときは、卒業証書の写し又は卒業証明

書並びに同号の規定による厚生労働大臣の指定する検査並びに採血及び検体

採取に関する科目を修めたことを証する書類」を新設する。 

○ 歯科医師法施行規則第 13条第４号の歯科医師国家試験の受験願書に添付す

る写真のサイズを「縦６センチメートル横４センチメートル」に改める。 

○ その他所要の改正を行う。 

 

３．施行期日 

〇 施行期日：令和４年７月 28日 

 

以上 
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、
卒
業
証
書
の
写
し
又
は
卒
業
証
明
書

イ

令
第
十
八
条
第
三
号
イ
又
は
ハ

娣
娣
娣
娣娣
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
卒
業
証
書
の
写
し
又
は
卒
業
証
明
書

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

（
削
る
）

ハ娣

令
第
十
八
条
第
三
号
ニ
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
卒
業
証
書
の
写
し
又
は
卒
業
証
明
書
及
び
同

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

号
ニ
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
検
査
に
関
す
る
科
目
を
修
め
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

ハ娣

令
第
十
八
条
第
三
号
ハ娣
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
外
国
の
医
学
校
、
歯
科
医
学
校
、
獣
医
学
校

若
し
く
は
薬
学
校
を
卒
業
し
、
又
は
外
国
で
獣
医
師
免
許
若
し
く
は
薬
剤
師
免
許
を
受
け
た
こ
と
を
証
す

る
書
類

ニ娣

令
第
十
八
条
第
三
号
ホ娣
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
外
国
の
医
学
校
、
歯
科
医
学
校
、
獣
医
学
校

若
し
く
は
薬
学
校
を
卒
業
し
、
又
は
外
国
で
獣
医
師
免
許
若
し
く
は
薬
剤
師
免
許
を
受
け
た
こ
と
を
証
す

る
書
類

五娣

令
第
十
八
条
第
四
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
卒
業
証
書
の
写
し
又
は
卒
業
証
明
書
並
び
に
同
号

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
検
査
並
び
に
採
血
及
び
検
体
採
取
に
関
す
る
科
目
を
修
め
た
こ

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

と
を
証
す
る
書
類

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

（
新
設
）

六娣
・
七娣

（
略
）

五娣
・
六娣

（
略
）

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



（
薬
剤
師
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

薬
剤
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
居
宅
等
に
お
い
て
行
う
こ
と
の
で
き
る
調
剤
の
業
務
）

（
居
宅
等
に
お
い
て
行
う
こ
と
の
で
き
る
調
剤
の
業
務
）

第
十
三
条
の
二

法
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
調
剤
の
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

第
十
三
条
の
二

法
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
調
剤
の
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

一

薬
剤
師
が
、
処
方
箋

娣
娣
娣
娣娣
中
に
疑
わ
し
い
点
が
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
業
務
及
び
処
方
箋

娣
娣
娣
娣娣
中
に
疑
わ
し
い

点
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
処
方
箋

娣
娣
娣
娣娣
を
交
付
し
た
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
問
い
合
わ
せ
て
、
そ
の
疑
わ
し
い
点

を
確
か
め
る
業
務

一

薬
剤
師
が
、
処
方
せ
ん

娣
娣
娣
娣
娣
中
に
疑
わ
し
い
点
が
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
業
務
及
び
処
方
せ
ん

娣
娣
娣
娣
娣
中
に
疑
わ

し
い
点
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
処
方
せ
ん

娣
娣
娣
娣
娣
を
交
付
し
た
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
問
い
合
わ
せ
て
、
そ
の
疑
わ

し
い
点
を
確
か
め
る
業
務

二

薬
剤
師
が
、
処
方
箋

娣
娣
娣
娣娣
を
交
付
し
た
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
同
意
を
得
て
、
当
該
処
方
箋

娣
娣
娣
娣娣
に
記
載
さ
れ
た
医

薬
品
の
数
量
を
減
ら
し
て
調
剤
す
る
業
務
（
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
不
潔
に
な
り
、
若

し
く
は
変
質
若
し
く
は
変
敗
す
る
お
そ
れ
、
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
に
異
物
が
混
入
し
、
若
し
く
は
付
着
す
る
お

そ
れ
又
は
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
が
病
原
微
生
物
そ
の
他
疾
病
の
原
因
と
な
る
も
の
に
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な

い
場
合
に
限
る
。）

二

薬
剤
師
が
、
処
方
せ
ん

娣
娣
娣
娣
娣
を
交
付
し
た
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
同
意
を
得
て
、
当
該
処
方
せ
ん

娣
娣
娣
娣
娣
に
記
載
さ
れ

た
医
薬
品
の
数
量
を
減
ら
し
て
調
剤
す
る
業
務（
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
不
潔
に
な
り
、

若
し
く
は
変
質
若
し
く
は
変
敗
す
る
お
そ
れ
、
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
に
異
物
が
混
入
し
、
若
し
く
は
付
着
す
る

お
そ
れ
又
は
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
が
病
原
微
生
物
そ
の
他
疾
病
の
原
因
と
な
る
も
の
に
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
が

な
い
場
合
に
限
る
。）

（
処
方
箋

娣
娣
娣
娣娣
の
記
入
事
項
）

（
処
方
せ
ん

娣
娣
娣
娣
娣
の
記
入
事
項
）

第
十
五
条

法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
処
方
箋

娣
娣
娣
娣娣
に
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
調
剤
済
み
の
旨
又

は
調
剤
量
及
び
調
剤
年
月
日
の
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
五
条

法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
処
方
せ
ん

娣
娣
娣
娣
娣
に
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
調
剤
済
み
の
旨

又
は
調
剤
量
及
び
調
剤
年
月
日
の
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
医
師
、
歯
科
医
師
又
は
獣
医
師
の
同
意
を
得
て
処
方
箋

娣
娣
娣
娣娣
に
記
載
さ

れ
た
医
薬
品
を
変
更
し
て
調
剤
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
変
更
の
内
容

二

法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
医
師
、
歯
科
医
師
又
は
獣
医
師
の
同
意
を
得
て
処
方
せ
ん

娣
娣
娣
娣
娣
に
記
載

さ
れ
た
医
薬
品
を
変
更
し
て
調
剤
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
変
更
の
内
容

三

（
略
）

三

（
略
）

（
調
剤
録
の
記
入
事
項
）

（
調
剤
録
の
記
入
事
項
）

第
十
六
条

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
調
剤
録
に
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
調
剤
に
よ
り
当
該
処
方
箋

娣
娣
娣
娣娣
が
調
剤
済
み
と
な
つ
た
場
合
は
、
第
一
号
、
第
三
号
、

第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
の
み
記
入
す
る
こ
と
で
足
り
る
。

第
十
六
条

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
調
剤
録
に
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
調
剤
に
よ
り
当
該
処
方
せ
ん

娣
娣
娣
娣
娣
が
調
剤
済
み
と
な
つ
た
場
合
は
、
第
一
号
、第
三
号
、

第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
の
み
記
入
す
る
こ
と
で
足
り
る
。

一
〜
六

（
略
）

一
〜
六

（
略
）

七

処
方
箋

娣
娣
娣
娣娣
の
発
行
年
月
日

七

処
方
せ
ん

娣
娣
娣
娣
娣
の
発
行
年
月
日

八

処
方
箋

娣
娣
娣
娣娣
を
交
付
し
た
医
師
、
歯
科
医
師
又
は
獣
医
師
の
氏
名

八

処
方
せ
ん

娣
娣
娣
娣
娣
を
交
付
し
た
医
師
、
歯
科
医
師
又
は
獣
医
師
の
氏
名

九
・
十

（
略
）

九
・
十

（
略
）

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



（
理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
厚
生
省
令
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



（
視
能
訓
練
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

視
能
訓
練
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



（
臨
床
工
学
技
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条

臨
床
工
学
技
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



（
義
肢
装
具
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

義
肢
装
具
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



（
歯
科
衛
生
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

歯
科
衛
生
士
法
施
行
規
則
（
平
成
元
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



（
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
年
厚
生
省
令
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
一
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
一
号
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



（
柔
道
整
復
師
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

柔
道
整
復
師
法
施
行
規
則
（
平
成
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



（
救
急
救
命
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

救
急
救
命
士
法
施
行
規
則
（
平
成
三
年
厚
生
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



（
言
語
聴
覚
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

言
語
聴
覚
士
法
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て「
旧
様
式
」と
い
う
。）

に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

３

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
二
年
政
令
第
三
百
六
十
六
号
）
附
則

第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
第
六
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
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